
入 札 説 明 書 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名 

鳥取市消防団員用活動服 

⑵ 数量及び仕様等 

別紙仕様書のとおり 

⑶ 納入期限 

  令和７年５月３０日 

⑷ 納入場所 

別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

⑴ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい

て（令和５年鳥取市告示第５９３号。以下「告示」という。）に基づく競争入札参加資格

を有するとともに、その資格区分が別表に定める「繊維・皮革・ゴム類」の「繊維」に

登録されている者であること。 

⑵ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市入札参加資

格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）第３条の規定による指名停止措置を

受けていない者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑷ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でな

いこと。 

⑸ 本市内に本社、営業所等を有する者であること。ただし、営業所等の場合は、当該営

業所等の代表者等が受任者として鳥取市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録

されていること。 

 

３ 入札説明書、仕様書等に対する質問等 

⑴ 入札説明書、仕様書等に対する質問 

質問は、令和７年４月９日の午後３時までに質問書（別紙１）をファクシミリで送信

して行うこと。回答は、同月１０日の午後３時までに鳥取市公式ウェブサイト

（https://www.city.tottori.lg.jp）に掲示する。 

⑵ 質問書の送信先 

鳥取市総務部検査契約課 ファクシミリ ０８５７－２０－３９４８ 

 

４ 入札方法等 

⑴ 入札は郵便によるものとし、持参によるものは認めない。 

⑵ 郵送方法は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによること。 

⑶ 宛先は、〒６８０－８７９９ 日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 鳥取市総務部

検査契約課行とすること。 



⑷ 郵送開始日は、令和７年４月７日とする。 

⑸ 到着期限は、令和７年４月１３日（必着）とする。 

⑹ 入札書は別紙３を使用し、入札金額には、総額を記載すること。 

⑺ 入札書は、封筒（長型３号程度の大きさ）に入れ封印し、封筒表面にはこの入札に係

る開札日、件名を記入して、「入札書在中」と朱書きし、封筒裏面には差出人の住所、商

号又は名称を記入して郵送すること。記載例は別紙２のとおり。また、この入札に係る

入札書以外の入札書を同封して郵送した場合、無効となるので注意すること。 

⑻ 代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。委任状は別紙

４を使用し、その提出に当たっては、前号に規定する封筒に同封すること。なお、本社

の代表者又は受任者（本社の代表者から入札の権限を委任された者として鳥取市競争入

札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されている者に限る）が入札する場合は、委任

状の提出は不要である。 

⑼ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

⑽ 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該抹消等

をした箇所に押印すること。ただし、入札金額は改めることはできない。 

⑾ 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⑿ 入札者は、入札に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。 

⒀ 入札者は、入札後、入札説明書、仕様書等の不知又は不明を理由として、異議を申し

立てることはできない。 

 

５ 入札（開札）の場所及び日時等 

⑴ 場所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階会議室４－２ 

⑵ 日時 令和７年４月１４日 午後２時１０分 

⑶ 立会 入札者は入札（開札）に立ち会うことができる。 

 

６ 無効となる入札の範囲 

次に掲げる入札は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

⑵ 鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）、本件に係る公告、入札説明書又は仕

様書に記載する条件に違反した入札 

⑶ 同一の入札において同一人が複数の入札書を提出した入札 

⑷ 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱

し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札 

⑸ 記名押印のない入札 

⑹ 委任状を提出しない代理人のした入札 

⑺ 同一の入札において他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をし

た者の入札 

⑻ 指定された方法以外の方法で提出された入札 

⑼ 指定された期日に指定された場所に到着しない入札 

⑽ その他、入札執行者が無効と認めた入札 

 



７ 入札の辞退 

入札書郵送後に入札を辞退する場合は、５の入札（開札）の開始までに入札辞退届を鳥

取市総務部検査契約課（鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階）に提出しなければ

ならない。 

 

８ 落札候補者 

⑴ 落札候補者の決定 

鳥取市契約規則第１１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

 ⑵ 落札候補者となるべき入札者が２名以上の場合は、別に指定する日時及び場所におい

て、くじにより落札候補者を決定する。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者が

あるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 

⑶ 入札参加資格確認申請書の提出 

落札候補者は、令和７年４月１５日までに入札参加資格確認申請書（別紙５）を鳥取

市総務部検査契約課に提出しなければならない。入札参加資格確認申請書を提出しない

落札候補者のした入札は無効とする。 

 

９ 落札者の決定 

⑴ 入札参加資格確認申請書により入札参加資格要件を満たしている場合には、落札候補

者を落札者とする。 

⑵ 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合には、新たに次の順位の者を落

札候補者として入札参加資格要件の審査を行うものとし、以後落札者の決定まで同様と

する。 

 

10 再度の入札 

予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、別に指定する日時及び場所におい

て、再度の入札に付するものとする。 

 

11 その他 

⑴ 入札保証金 免除 

⑵ 契約保証金 免除 

⑶ 契約書作成の要否 要 

⑷ 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があ

り、若しくは競争の意志が無いと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取り止める

ことがある。 

 

問い合わせ先 鳥取市総務部検査契約課 

電話：０８５７－３０－８１２１ 

ファクシミリ：０８５７－２０－３９４８ 



質 問 書 

 

件 名 鳥取市消防団員用活動服 

公 告 日 令和７年３月３１日 

質 問 者 名 

会 社 名： 

代表者名： 

連 絡 先：電話        ﾌｧｸｼﾐﾘ         

質 問 者： 

提出年月日 令和  年  月  日 

質 問 事 項 

 

 

別紙 1 



郵送用封筒記載例 

 

 

【封筒表面】 

 

日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 

 鳥取市総務部検査契約課 行 

 

 

 

開札日 令和７年４月１４日 

件 名 鳥取市消防団員用活動服 

簡易書留  

 

 

 

 

【封筒裏面】 

 

 

 

 

               

 

差出人                  

住 所            

商号又は名称            

 

 

※封筒は、長型 3 号（120×235mm）程度の大きさで中身が透けて見えないものを使用するこ

と。 

 

 

 

入札書在中 

印 印 印 

 

朱書きす
ること。 

一般書留・簡易書留・特定
記録郵便のいずれかの郵
送方法を記入すること。 
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入 札 書  (第 回) 

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

  鳥取市契約規則(昭和３９年鳥取市規則第３号)、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ、次

のとおり入札します。 

 

 令和  年  月  日 

 

入札者 住 所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

 

代理人 住    所 

 

氏    名             印 

 

 

件  名 鳥取市消防団員用活動服 

入札金額 金               円(c) 

 

 

内訳明細 

項 目 数量(a) 
単 価 

(b) 

金  額 

(a)×(b) 

鳥取市消防団員用活動服 ２８ 円 円(c) 

 

※ ４入札方法等の⑹及び⑼を熟読の上作成すること。 

 

 

別紙３ 



委  任  状 

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

私は、住所              氏名         を代理人 

と定め、次の入札（見積）に係る一切の権限を委任します。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

委任者 住    所                  

商号又は名称                  

代表者氏名                印 

 

受任者 住    所                  

氏    名                印 

 

 

件名 鳥取市消防団員用活動服 

 

 

 

別紙４ 



入札参加資格確認申請書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

鳥取市長 深澤 義彦 様 

 

 

住  

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

 

 

件  名：鳥取市消防団員用活動服 

 

公 告 日：令和７年３月３１日 

 

 

 

私は、上記の入札に係る公告の「２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」第４

号の要件を満たしていることを誓約するとともに、その他の入札に参加する者に必要な資格

に関する事項の要件を満たしているので、入札参加資格の確認を申請します。 

 

 

 

別紙５ 



仕様書 

１発注番号 2025000043 

２件    名 鳥取市消防団員用活動服 

３品  名 消防団員用活動服  

４数    量 
２８セット 

（上衣２８着、下衣２８着（サイズ内訳は別紙１のとおり）、ベルト２８本） 

５規    格 別紙のとおり 

６納入場所 
鳥取市消防団鳥取地区団各格納庫及び各総合支所地域振興課 

（発注者係員の指示する場所） 

７納入期限 令和７年５月３０日（金）まで 

８そ の 他 ・納品に当っては、担当職員の指示に従うこと。 

・搬入、設置、組立及び検査に要する費用は受注者が負担すること。 

・納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。 

・納品に際して発生したごみ等は、受注者が処理、清掃を行うこと。 

・令和７年度中に同規格の物品を追加発注した場合は、落札単価で契約・納

品すること。 

・その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、発注課と協議す

ること。 

９問合わせ  危機管理課  担当者 北村・青木  TEL 0857-30-8032  

 



  1 

 

 

 

 

 

 

 

新基準消防団活動服仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鳥取市消防団  
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１ 概要 

  この仕様書は、鳥取市において調達する新基準消防団活動服上下（以下「活動服」という）につ 

いて必要な事項を定める。 

 

２ 条件 

（１）当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとする。 

（２）使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ、ムラなど 

ないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければ 

ならない。 

（３）縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がない 

よう十分配慮し行わなければならない。また、仕様書に記載なき事項についても良心的に対処す 

ること。 

（４）製品の納入に際しては、1着ごとにビニール袋により包装し、氏名、サイズが確認できるよう 

納品すること。 

（５）この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。 

（６）採寸については、各人によりサイズを決定するものとする。 

（７）仕様書内縫製上の数値は全て約表記とする。 

 

３ 見本品提出 

入札者は入札時にメーカーが発行した出荷引受証明書を提出すること 。 

落札業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。 

この時仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。 

 

４ 品番、品名及び数量 

メーカー：㈱イマジョー 

ＴＸ７０７０Ｔ 新基準消防団活動服 上衣  ２８着 

ＴＸ７０７０ＰＪ 新基準消防団活動服 下衣   ２８着 

ＴＢ８２１８＊Ｈ  反射糸入りベルト            ２８本 

 

５  納期 

令和７年５月３０日(金) 

 

６ 納入場所 

鳥取市消防団鳥取地区団各格納庫及び各総合支所地域振興課 

 

７ 制式＜図通り＞ 

(１) 型 式 

ア 上 衣 

カッター衿型肩章付き、前後身頃及び袖部配色切り替え、前比翼ファスナー仕立て、両胸 
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雨ブタ付きアウトポケット、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸名札台座・分団名 

台座、左胸刺繍、背部反射プリント、個人名札、分団名札 

イ 下衣 

ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスタ―付き（ゴム不可）、 

両脇雨ブタ付きカーゴポケット、左右尻ポケット（左のみフラップ付き釦止）、裾上げテ    

ープ付き 

 

(２) 生地材料 

     素 材  東レ 難燃ストレッチトロピカル ＫＲＴＮＴ 

静電防止素材（導電性カーボン系全面混入） 

抗菌・消臭繊維織り込み（加工は不可） 

ストレッチ性 １３%以上 

混紡率   難燃アクリル  ４９％ 

  レーヨン  ２０％ 

ポリエステル   ２０％ 

ナイロン（消臭繊維） １０％ 

ポリウレタン    １％ 

 色 相   ＢＬ ブルー （主生地） 

   OＲ オレンジ（副生地） 

 

副資材 

品名 規格 使用箇所 

芯地 接着芯地 
羽衿、台衿、フラップ、カフス、見返し、 

天狗、玉縁、前合わせ 

釦（ポリエステル） Φ１.５cm 
肩章 

左ポケット、天狗鼻 

ＹＫＫ製 

ファスナー 

コイルファスナー 

５０cm～５８cm 

２０cm 

金属ファスナー 

１８cm～２６cm 

 

上衣前合わせ  ※サイズにより変更 

袖口      ※サイズにより変更 

 

ズボン前合わせ ※サイズにより変更 

面ファスナー    

＜A／フック面＞ 

２.５cm×５cm 

１.６cm×４cm 

２.５cm×７cm 

フラップ 

上前裏 

ズボンフラップ 

面ファスナー    

＜B／ループ面＞ 

２.５cm×５cm 

１.６m×４cm 

２.５cm×７cm 

３cm×４.５cm 

胸ポケット口 

下前 

ズボンカーゴポケット口 

階級章台、名札台 

前カン シルバー ズボン帯前合わせ中心 

ベルト芯 ３３mm 巾 ズボン帯 
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腰裏 滑り止め付き ７cm 上がり ズボン腰裏 

アジャスター パーマロック ズボン両脇 

反射プリント（白色） ＬＦ-７０００ 背ヨーク 

 

８ 縫 製 

（１）上 衣 

（ア）主 衿 

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で８cm、衿先巾８cmとする。 

（イ）身 頃 

前身は 3枚はぎとし、フラップ上部、ポケット下部から約３cmの箇所で縫い合わせ、中段 

には副生地にて配色を施し主生地側にステッチを掛ける。 

後身も同様３枚はぎとし、中段には副生地にて配色を施し、主生地側にステッチを掛ける。 

 (ウ) 衿 吊 

衿吊は所定のものを衿付き中央に挟み縫い付けとする。 

（エ）胸ポケット 

副生地を使用した胸ポケットは小丸型左右２個、角取型雨蓋付きとし、２.５cm×５cmの 

 面ファスナー止めとする。 

雨蓋はバストラインに挟み付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。 

身頃同様ポケット下部３cm上がりで切り替え、主生地側にステッチを掛ける。 

（オ）ペン差し 

左袖の肩章下部から１０cm下の位置に２本入りペン差し（６cm×１４cm）を副生地にて取 

り付ける。 

（カ）前立て 

前立ては比翼付きとし、面ファスナー『１.６cm×４cm』を３箇所縫い付け、ファスナーを 

縫い付ける。下前ファスナーは見返しと挟み縫い付けする。 

ファスナーのチェーン幅は５.５mm以上とする。 

（キ）背部（ヨーク） 

１枚ヨークとし巾は中央部で１６cmとし、表一条飾りミシン縫いとする。 

（ク）肩縫い 

本縫いし、更にオーバーロックをかける。＜インターロックミシン可＞ 

（ケ）脇縫い・袖縫い・袖付け縫い 

本縫いし、更にオーバーロックをかける。＜インターロックミシン可＞ 

袖縫いは、上袖は主生地を使用し下袖は副生地で切り替え、主生地側にステッチを掛け 

る。 

（コ）袖 口 

カフス巾６cm、水カキ付きファスナー式とし、ファスナーを閉めた時にエレメント部分が

むき出しにならないようする。水カキはカフスの手前までとする。  

※袖口まであってはいけない 

ピンロック式ファスナーとしチェーン幅は４mm以上とする。 

（サ）表示ラベル 
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衿付中央の下線に、衿吊り・サイズネームを挟み縫い付ける。 

氏名片布・品質表示は上前、胸ポケット裏に取り付ける。 

（シ）階級章台 

   右胸フラップ中央上部に縦３cm×横４.５cmの面ファスナー＜Ｂ面＞を縫い付ける。 

  (ス) 肩 章 

巾は５cmとし、端を袖付けの縫い目に縫い込み、袖付けから４cmの位置でクロスステッチ 

を入れる。 

肩章の先は衿付根部とし釦で止める。 

（セ）裾折返し 

裾は三つ折り縫いとして、水平タイプとする。 

（ソ）左胸刺繍 

左胸名札台上部に『鳥取市消防団』と刺繍を施す。 

字体は１.３cm角の明朝体とし、色はオレンジとする。 

（タ）背プリント 

背中ヨークに明朝体で反射プリントを施す。 

上段にアーチ状で『VOLUNTEER FIRE COPRS』、色はオレンジ、 

下段に『鳥取市消防団』、色は白とする。 

※詳細については別途協議とする。 

（チ）名札(個人・分団) 

分団名はオレンジ色、個人名(氏名)は白色で刺繍し、文字体は明朝体とする。 

どちらも面ファスナー(A面)を縫い付ける。 

大きさは分団名札が 250㎜×750㎜、個人名札が 250㎜×450㎜とする。 

※詳細については別途協議する。 

 

（２）下衣 

（ア）前タック 

左右各１本を外向けに付け、ワンタックとする。 

（イ）腰 帯 

帯巾３.５cm仕上り寸法とし、芯地を入れ、腰裏を付ける。 

上前・下前合わせに前かんを付け、位置は腰帯幅の中央とする。 

サイズ調整用のレールアジャスタ―『±調節』を取り付ける。 ※ゴムは不可 

 （ウ）前立て 

    前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、奥の裁ち目は芯と共にオーバーロックかがりす

る。 

男性用は下前側に天狗鼻を付け先端に釦穴をかがり、上前側に腰裏に天狗鼻用釦を縫い付 

ける。 

下前側は身頃端を折りファスナーを挟み縫い付ける。 

前立て側は、前立て裏にファスナーの上端を二つ折りし、２条縫いで縫い付ける。 

前立ては３.５cm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、閂

止めをする。 
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（エ）ベルトループ 

巾２cm、通し巾５.５cmのものを前タック、脇、後ダーツ、後ろ中心の合計７本付ける。 

（オ）両脇ポケット 

    両脇口の個所に０.６cmの飾りを掛け、他は割り縫い、口巾１６cmとし口端に閂止めす

る。  

右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。 

（カ）カーゴポケット 

両腿に上辺より２６cm下りの位置に角取型雨蓋を縫い付け、その下にカーゴポケット口１ 

７cm、深さ２１cm、マチ幅５cmのアコーディオン型二方風琴式ポケットを縫い付ける。 

雨蓋ポケットは中央に２.５cm×７cmの面ファスナーを縫い付ける。 

雨蓋は表裏副生地を使用する。 ※雨蓋に面ファスナー縫い地を出さないこと。 

（キ）左右尻ポケット 

    上端より１０cm下に口巾１４.５cm、深さ１８cmの片玉にて左右に付ける。 

左尻のみ角取型雨蓋付きの釦止め仕様とする。ポケット両口端にはそれぞれ閂止めとす

る。 

 （ク）腰ダーツ 

左右腰部に２本取り、片倒しする。 

（ケ）相引き・内股・尻縫い 

裁ち目はオーバーロックを掛け地縫いし、尻縫いは片倒し縫いとする。 

（コ）棒シック 

    長さ９cm、巾２cmのものを付ける。 

（サ）裾上げテープ 

    アイロン圧着用の裾上げテープを下衣１着に対して１個附属する。 

（シ）表示ラベル 

氏名片布・サイズネーム・品質表示は上前、脇ポケット裏に取り付ける。 

（ス）穴かがり 

    機械穴、鳩目とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

９ サイズ＜単位：cm＞ 

 

【男性用】    

上衣           下衣 
  

サイズ ネック 上衣丈 胸囲 肩巾 袖丈 サイズ 腰廻 股下 

ＡＳ 37 75 100 43 53 Ａ１ 70 

85cm 

フリー 

ＡＭ 38 77 105 44 55 Ａ２ 73 

ＡＬ 39 79 110 46 57 Ａ３ 76 

ＡＬＬ 40 81 115 48 59 Ａ４ 79 

Ａ３Ｌ 42 84 120 49 63 Ａ５ 82 

ＢＳ 38 75 110 45 52 Ａ６ 85 

ＢＭ 40 78 115 47 54 Ａ７ 88 

ＢＬ 42 81 120 49 56 Ｂ２ 91 

ＢＬＬ 45 81 125 51 58 Ｂ３ 95 

Ｂ３Ｌ 47 84 130 53 60 Ｂ４ 100 

Ｂ４Ｌ 49 84 140 56 61 Ｂ５ 105 

Ｂ５Ｌ 51 84 150 58 61 Ｂ６ 110 

     
 

Ｗ115 115 

     
 

Ｗ120 120 

 

 

【女性用】＜単位：cm＞   

上衣 
     

下衣 

サイズ ネック 上衣丈 胸囲 肩巾 袖丈 腰廻 股下 

７号 35 72 96 42 54 64 

80cm 

フリー 

９号 36 72 100 43 55 67 

１１号 37 74 104 44 56 70 

１３号 38 76 108 45 57 73 

１５号 39 77 112 46 57 76 

１７号 40 78 116 47 58 79 

１９号 42 78 120 49 58 84 

２１号 45 78 125 51 58 89 

２３号 47 78 130 53 59 94 

２５号 49 78 140 55 59 99 

 

 

 

 



  8 

１０ 図 

＜上衣＞ 

                                                                 

階級章台             団名刺繍                   背中反射プリント 

名札台座、分団名台座 

                                                      

ペン差し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※女性用は前合わせが反対とする 

＜下衣＞ 

レール式アジャスター          ワンタック 

 

 

 

 

 

 

 

釦止め 

 

 

 

 

 

 

 

＝ 主生地 

＝ 副生地 
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団マーク入りローラーバックル式 反射糸入りベルト仕様書 

 

 

（ア）品番 

   ＴＢ８２１８＊Ｈ 

（イ）規格 

バックル 団マーク入りローラーバックル  寸法：ヨコ 55mm×タテ 42mm±2mm 

バックルは取り外し式とする。 

ベルト部 幅 40mm±１ｍｍ 厚み２.2ｍｍ±０.４ 

ベルト先 歯付先金  寸法：ヨコ 14ｍｍ×タテ 40ｍｍ±1ｍｍ 

（ウ）素材 

ナイロン １００％ 

（エ）組織 

平二重織芯入りタイプ 

(オ) 色相 

オレンジ 

(カ) 反射糸 

ライトフォース（品番ＬＦＵＹ１２００-ＦＢ１００） 

(キ) 反射糸規格 

   幅１ｍｍ両面反射加工糸（６本使用） 

(ク) サイズ    ※規格以上のサイズでもあっても対応すること。 

Ｍ：１１０ｃｍ  Ｌ：１２０ｃｍ  ＬＬ：１３０ｃｍ    

※規格以上のサイズでもあっても対応すること。 

（ケ）参考図 

 

 

 

（コ）その他 

       規格外サイズに対しても対応すること。 

 

 



【別紙１】

№
地区団
名等

分団
名等

活動服上衣 活動服下衣 備考

1 本部 女性 13 17 安木（女性） 上衣 上衣

2 鳥取 大和 ＢＭ Ｂ５ 西尾 ＡＳ 0 7 0

3 鳥取 大和 ＡＭ Ａ５ 近藤 ＡＭ 7 9 0

4 鳥取 東郷 ＢＬＬ Ｂ３ 吉田 ＡＬ 4 11 1

5 鳥取 倉田 ＢＭ Ａ５ 竹内 ＡＬＬ 2 13 1

6 鳥取 倉田 ＢＭ Ａ５ 松本 Ａ３Ｌ 0 15 0

7 鳥取 倉田 ＢＬ Ａ６ 村田 ＢＳ 0 17 1

8 鳥取 倉田 ＢＭ Ａ４ 田村 ＢＭ 4 19 0

9 鳥取 美保 ＡＬＬ Ａ６ 奥田 ＢＬ 3 21 0

10 鳥取 米里 ＢＬＬ Ｂ５ 小林 ＢＬＬ 5 23 0

11 鳥取 米里 ＡＭ Ａ４ 尾﨑 Ｂ３Ｌ 0 25 0

12 鳥取 津ノ井 ＡＭ Ａ３ 徳本 Ｂ４Ｌ 0

13 鳥取 豊実 11 11 鷲見（女性） Ｂ５Ｌ 0

14 鳥取 豊実 ＡＭ Ａ２ 山岡 Ｂ６Ｌ 0

15 鳥取 明治 ＢＬＬ Ａ５ 竹田 Ｂ７Ｌ 0 計 3

16 鳥取 末恒 ＡＬ Ａ３ 蔵永 計 25

17 鳥取 千代水 17 19 前田（女性） 下衣

18 福部 第３ ＡＬ Ｂ２ 田村 下衣 7 0

19 用瀬 大村 ＡＬ Ａ５ 谷口 Ａ１ 0 9 0

20 気高 第２ ＢＬ Ａ４ 稲垣 Ａ２ 1 11 1

21 気高 第４ ＢＬ Ａ４ 堀尾 Ａ３ 3 13 0

22 鹿野 第１ ＡＭ Ａ４ 川瀬 Ａ４ 7 15 0

23 鹿野 第１ ＢＬＬ Ｂ５ 岡田 Ａ５ 6 17 1

24 鹿野 第２ ＡＬＬ Ａ５ 森村 Ａ６ 2 19 1

25 鹿野 第３ ＡＭ Ａ３ 筒井 Ａ７ 1 21 0

26 青谷 第１ ＢＬＬ Ａ７ 美濃 Ｂ２ 1 23 0

27 青谷 第３ ＡＭ Ａ４ 中島 Ｂ３ 1 25 0

28 青谷 第３ ＡＬ Ａ４ 竹森 Ｂ４ 0

Ｂ５ 3

Ｂ６ 0

Ｗ115 0

Ｗ120 0

Ｗ125 0 計 3

Ｗ130 0

計 25

数量表【鳥取市消防団員】 男性 女性



物 品 売 買 契 約 書 

 

 

１ 件 名   鳥取市消防団員用活動服 

品名 規格 数量 単価 金額 備考 

消防団員用 

活動服 

仕様書の 

とおり 
２８セット 円 円  

（単価及び金額の欄に掲げる額には、消費税及び地方消費税額は含まない。） 

 

２ 納 入 場 所   鳥取市消防団鳥取地区団各格納庫及び各町総合支所地域振興課 

 

３ 売 買 代 金   金         円 

（うち消費税及び地方消費税の額  金        円） 

 

４ 納 入 期 限   令和７年５月３０日 

 

５ 契 約 保 証 金   免 除 

 

上記の物品の売買について、買主と売主は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

 

令和７年４月  日 

 

 

買主 住所又は所在地  鳥取市幸町７１番地 

商号又は名称   鳥取市 

代表者名又は氏名 鳥取市長 深澤 義彦 

 

 

売主 住所又は所在地   

商号又は名称    

代表者名又は氏名  

 



物 品 売 買 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 買主（以下「甲」という。）及び売主（以下「乙」

という。）は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）

に基づき、仕様書等（別添の仕様書、見本、図面、明

細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以

下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約

（この約款及び仕様書等を内容とする物品の売買契

約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は、契約書記載の物品（以下「物品」という。）

を契約書記載の納入期限（以下「納入期限」という。）

までに契約書記載の納入場所に納入し、甲は、契約書

記載の売買代金（以下「売買代金」という。）を支払

うものとする。 

３ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

４ この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及

び解除は、書面により行わなければならない。 

５ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言葉は、日

本語とする。 

６ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本

円とする。 

７ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位

は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法

（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

８ この契約における期間の定めについては、民法（明

治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第

４８号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

１０ この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管

轄する裁判所に行う。 

 

（契約の保証） 

第２条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のい

ずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、

第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、

直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提

供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害

金の支払を保証する金融機関（出資の受入、預り金

及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律

第１９５号）第３条に規定する金融機関をいう。）

の保証 

⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害

をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保

険金額（第４項において「保証の額」という。）は、

売買代金額の１００分の１０以上としなければなら

ない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に

掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に

代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４

号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を

免除する。 

４ 売買代金額の変更があった場合には、保証の額が変

更後の売買代金額の１００分の１０に達するまで、甲

は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保

証の額の減額を請求することができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担

保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾

を得た場合は、この限りでない。 

 

（売買代金に含むもの） 

第４条 売買代金は、梱包、運送及び据付に要する費用

を含むものとする。 

 

（仕様書等の疑義） 

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞な

く、甲に通知し、その確認を請求しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は

自ら発見したときは、直ちに仕様書等の疑義を調査し

なければならない。 

３ 甲は、調査の結果を取りまとめ、速やかにその結果

を乙に通知しなければならない。 

４ 前項の調査の結果必要があると認められるときは、

甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならな

い。 

５ 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行わ

れた場合において、甲は、必要があると認められると

きは納入期限又は売買代金額を変更し、及び乙に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

 

（仕様書等の変更） 

第６条 甲は、前条第４項の規定によるほか、必要があ

ると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知し

て、仕様書を変更することができる。この場合におい

て、甲は、必要があると認められるときは納入期限若

しくは売買代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（契約の履行に係る乙の提案） 

第７条 乙は、仕様書等について、技術的又は経済的に

優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、



又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案

に基づき仕様書等の変更を提案することができる。 

２ 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合におい

て、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を乙

に通知するものとする。 

３ 甲は、前項の規定により仕様書等が変更された場合

において、必要があると認められるときは、納入期限

又は売買代金額を変更しなければならない。 

 

（乙の請求による納入期限の延長） 

第８条 乙は、天災その他乙の責に帰することができな

い事由により納入期限までに物品を納入することが

できないときは、その理由を明示した書面により甲に

納入期限の延長変更を請求することができる。 

 

（甲の請求による納入期限の短縮又は延長） 

第９条 甲は、特別の理由により、納入期限を短縮又は

延長する必要があるときは、乙に対して納入期限の短

縮変更又は延長変更を請求することができる。この場

合において、甲は、必要があると認められるときは売

買代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

 

（納入期限又は売買代金額の変更方法） 

第１０条 この約款の規定により納入期限又は売買代

金額を変更する場合は、甲乙協議して定める。 

２ この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした

場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費

用の額については、甲乙協議して定める。 

 

（検査） 

第１１条 乙は、物品を納入したときは、その旨を納品

書により甲に通知しなければならない。 

２ 甲が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定

による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０

日以内に検査（以下「受領検査」という。）を完了し

なければならない。この場合においては、甲は、当該

受領検査の結果を乙に通知しなければならない。 

３ 乙は、前項の受領検査に合格しないときは、直ちに、

これを引き取り、甲の指定する期間内に改めて物品を

完納し、受領検査を受けなければならない。 

 

（所有権の移転） 

第１２条 物品の所有権は、甲が受領検査の結果、当該

物品を合格と認めたときをもって甲に移転するもの

とする。 

 

（損害）  

第１３条 所有権移転前に生じた一切の損害は、乙の負

担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、甲が負担する。 

 

（売買代金の支払） 

第１４条 乙は、第１１条第２項又は第３項の受領検査

に合格したときは、この契約に定めるところにより、

甲に売買代金の請求をすることができる。 

２ 売買代金の支払期限は、適法な支払請求書を受理し

た日から起算して２０日とする。 

 

（部分払） 

第１５条 物品が可分なものであるときは、乙は、物品

の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金につ

いて、甲に対して、部分払を請求することができる。

この場合において、第１１条及び第１２条中「物品」

とあるのは「部分払に係る物品」と、第１４条中「売

買代金」とあるのは「部分払に係る売買代金」と読み

替えて、これらの規定を準用する。 

２ 乙は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該

請求に係る納入部分の確認を甲に請求し、承諾を得な

ければならない。 

 

（第三者による代理受領） 

第１６条 乙は、甲の承諾を得て売買代金の全部又は一

部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした

場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者

が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第１４条（前条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく支払をしなければなら

ない。 

 

（契約不適合） 

第１７条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関

して契約の内容に適合しないものである場合（以下

「契約不適合」という。）は、甲は、乙に対し、当該

物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによ

る履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、

甲に不相応な負担を課すものでないときは、甲が請求

した方法と異なる方法による履行の追完をすること

ができる。 

２ 前項の契約不適合が、甲の責に帰すべき事由による

ものであるときは、甲は履行の追完を請求することが

できない。ただし、乙がそのことを知りながらこれを

通知しなかったときは、この限りでない。 

３ 第１項に定める履行の追完の請求を行うことので

きる期間は、第１２条に規定する所有権移転の日から

１年とする。ただし、契約不適合が乙の故意又は重大

な過失により生じた場合には、当該請求を行うことの

できる期間は５年とする。 

 



（契約金額減額請求権） 

第１７条の２ 契約不適合があり、甲が相当の期間を定

めて乙に対して履行の追完を催告し、その期間内に履

行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度

に応じて売買代金の減額を請求することができる。た

だし、履行の追完が不能であるとき又は乙が履行の追

完を拒絶する意思を明確に示したときは、甲は、催告

をすることなく直ちに売買代金の減額を請求するこ

とができる。 

２ 前項の契約不適合が、甲の責に帰すべき事由による

ものであるときは、甲は売買代金の減額を請求するこ

とができない。ただし、乙がそのことを知りながらこ

れを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

 （準用） 

第１７条の３ 前２条の規定は、債務不履行による損害

賠償の請求及び解除権の行使についても準用する。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第１８条 乙の責に帰すべき事由により納入期限内に

納入を完了することができない場合においては、甲は、

損害金の支払を乙に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相

応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応

じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項

の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「遅延利

息の率」という。）を乗じた額とする。 

３ 甲の責に帰すべき事由により第１４条第２項の規

定による売買代金の支払が遅れた場合においては、乙

は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日にお

ける、遅延利息の率を乗じた額の遅延利息の支払を甲

に請求することができる。 

 

（甲の解除権） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると

きは、この契約を解除することができる。この場合に

おいて甲は、解除により乙に損害が生じても、その損

害の賠償の責を負わないものとする。 

⑴ その責に帰すべき理由により納入期限内又は納

入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込

みが明らかにないと認められるとき。 

⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、そ

の違反によりこの契約の目的を達することができ

ないと認められるとき。 

⑶ 第２３条の規定によらないでこの契約の解除を

申し出たとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合にお

いては、乙は、売買代金額の１００分の１０に相当す

る額を違約金として甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

３ 前項の場合において、第２条の規定により契約保証

金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違

約金に充当することができる。 

 

第２０条 甲は、乙（乙が法人の場合にあっては、その

役員又は使用人）がこの契約に関して、次の各号のい

ずれかに該当する行為をしたと認められたときは、こ

の契約を解除することができる。この場合において甲

は、解除により乙に損害が生じても、その損害の賠償

の責を負わないものとする。 

⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）第３条の規定に違反

する行為 

⑵ 刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又

は同法第１９８条に規定する行為 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により

この契約が解除された場合に準用する。 

 

第２１条 甲は、乙又はその経営幹部（役員又は支店若

しくは営業所（常時の請負契約を締結する権限を有す

る事務所をいう。）を代表する者をいう。以下この条

において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると

きは、契約を解除することができる。この場合におい

て甲は、解除により乙に損害が生じても、その損害の

賠償の責を負わないものとする。 

⑴ 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）であると

認められるとき。 

⑵ 乙（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）であると認められるとき（顧問等に

就任するなど事実上、経営に参加している場合を含

む。）。 

⑶ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用

し、又は代理人、受託者等として使用しているとき。 

⑷ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを

知りながら、いかなる名義をもってするかを問わず、

金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。 

⑸ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを

知りながら、友人又は知人として会食、遊技、旅行

等を共にし、又はパーティー等に招待し、若しくは

招待されて同席すること等の密接な交際をしたと

き（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部が行

うものに限る。）。 

⑹ 乙（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部）

が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、



又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若

しくは暴力団員を利用し、又は暴力団若しくは暴力

団員に便宜を供与したとき。 

⑺ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員であ

る者又は第３号から前号までに掲げる行為のいず

れかを行う者である事実を知りながら、これらの者

と物品の一部を請け負わせる契約、資材、原材料等

を購入する契約その他の契約を締結したとき。 

⑻ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員であ

る者又は第３号から第６号までに掲げる行為のい

ずれかを行う者である事実を知らずに、これらの者

を雇用し、又はこれらの者と物品の一部を請け負わ

せる契約、資材、原材料等を購入する契約その他の

契約を締結した場合であって、甲が乙に対して解雇

に係る手続き、契約の解除その他の適正な是正措置

を求め、乙がこれに速やかに従わなかったとき。 

２ 乙は、甲が前項各号に掲げる事由の有無を確認する

ため、役員名簿その他の資料の提出を求めたときは、

速やかに当該資料を提出しなければならない。 

３ 第１９条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定

により契約が解除された場合に準用する。 

４ 甲は、第１項第８号の規定により求めた是正措置を

乙が行ったことにより乙に損害が生じても、その損害

の賠償の責を負わないものとする。 

 

第２２条 甲は、物品が完納するまでの間は、第１９条

第１項、第２０条第１項又は前条第１項の規定による

ほか、必要があるときは、この契約を解除することが

できる。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、

物品の納入部分を受領検査のうえ、当該受領検査に合

格した部分の引き渡しを受けることができるものと

し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた

納入部分に相応する売買代金を乙に支払わなければ

ならない。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したこと

によって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償

しなければならない。この場合における賠償額は、甲

乙協議して定める。 

 

（乙の解除権） 

第２３条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

⑴ 第６条の規定により仕様書等を変更したため請

負代金額が３分の２以上減少したとき。 

⑵ 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害が生じたときは、その損害の賠償を甲に

請求することができる。 

 

（賠償金等の徴収） 

第２４条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違

約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、

その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日

から代金支払の日まで、契約日における、遅延利息の

率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき代金

額とを相殺し、なお不足があるときは追徴できるもの

とする。 

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数

につき、契約日における、遅延利息の率を乗じた額の

延滞金を徴収する。 

 

（契約保証金の返還） 

第２５条 甲は、乙がこの契約を履行したときは、契約

保証金を返還するものとする。ただし、第１７ 条第

３項に定める期間の満了までその全部又は一部の還

付を留保することができる。 

 

（相殺） 

第２６条 甲は、この契約に基づいて甲が負う債務をこ

の契約又は他の契約に基づいて乙が負う債務と相殺

することができる。 

 

（個人情報の保護） 

第２７条 乙は、この契約による事務を処理するための

個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記

事項」を遵守しなければならない。 

 

（契約外の事項） 

第２８条 この約款に定めのない事項については、鳥取

市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）の定める

ところによるほか、必要に応じて、甲乙協議して定め

る。 

 

上記約款中、第２条、第１５条、第１９条第３項、 

第２０条第２項中５字、第２１条第３項中５字及び 

第２５条を削除する。 



別記 個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契

約による事務を処理するための個人情報の取扱いに

当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用

してはならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後

においてもこの契約による事務に関して知り得た個

人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないことなど、個人情報の保護に関して

必要な事項を周知しなければならない。 

（適正な管理） 

第４ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏え

い、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を処理するために個人

情報を収集するときは、当該事務を処理するために必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第６ 乙は、委託業務を履行するにあたって知り得た情

報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく委託

業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者

に提供してはならない。 

（複製及び持ち出しの禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この

契約による事務を処理するために甲から貸与された

個人情報が記録された資料等を複製（複写を含む。）

し、又は甲の指定する場所以外に持ち出して使用して

はならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、委託業務を遂行するために得た個人情報を

自ら取り扱うものとし、第三者（第三者が乙の子会社

（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第

３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。)

に取り扱わせてはならない。ただし、甲の書面による

事前の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱

う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為

を含む。以下「再委託」という。)する場合、当該再委

託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、こ

の契約に基づく一切の義務を遵守させなければなら

ない。 

３ 乙は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結

果について、乙と再委託先との契約(以下「再委託契

約」という。)の内容にかかわらず、甲に対して責任

を負うものとする。 

４ 乙は、第２項の再委託を行う場合、再委託契約にお

いて、再委託先が委託契約約款及び特記事項を遵守す

るために必要な事項その他甲が指示する事項を規定

するとともに、再委託契約先に対する必要かつ適切な

監督、個人情報に関する適正な取扱い及び管理につい

て、具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、第２項の再委託を行った場合、再委託先によ

る当該業務の履行を監督するとともに、甲の求めに応

じて、履行の状況を甲に対して適宜報告しなければな

らない。 

６ 乙は、再委託先に対し、甲の書面による事前の承諾

なくして、個人情報をさらなる委託(請負その他これ

に類する行為を含む。以下「再々委託」という。)によ

り第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせ

ることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければ

ならない。 

７ 第１項から前項までの規定は、前項の規定による甲

の承諾を得て個人情報を取り扱う業務を再々委託す

る場合について準用する。 

（資料等の返還等） 

第９ 乙は、この契約による事務を処理するために甲か

ら貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人

情報が記録された資料等について、この契約の終了後

直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、

甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

（報告及び検査） 

第 10 甲は、必要があると認めるとき又はこの契約が

終了したときは、乙に対し、委託業務に係る個人情報

の取扱い及び管理の状況について報告を求め、又はそ

の検査をすることができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託

業務を行う場所及び個人情報を保管する施設その他

情報を取り扱う場所で検査することができる。 

３ 乙は、甲から前２項の指示があったときは、速やか

にこれに従わなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第 11 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他こ

の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は

生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲

に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終

了し、又は解除された後においても同様とする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第 12 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反し

ていると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請

求をすることができるものとする。 

 


